
 

（私費外国人留学生以外） 

 

2019年度以前入学の 学 部 生 
及び 

2023年度以前入学の 大学院生 
 
 
 
 

＝＝ 概 要 ＝＝  

１．免除額  

 各期の授業料の「全額」又は「半額」 
※ 学部生で日本学生支援機構 給付奨学金の受給者は免除額の補填調整を行います。（詳細は p.10）。 

 

２．対象者  

 以下の①～③すべてに該当する方 
① 日本人及び在留資格が「留学」以外の外国人（私費外国人留学生以外の方） 
② 2019年度以前入学の学部生・2023年度以前入学の大学院生 ※非正規生を除く 
③ 本学の定める家計基準及び学力基準を満たす方 

※ 予算の範囲内で選考を行うため、基準を満たしても免除対象者とならないことがあります。 

 

３．申請期間  

 提出期限１ 2024年3月28日㊍ 免除願、家計調書、同一生計者全員の該当書類   

 提出期限２ 2024年６月20日㊍ 令和 6 年度 所得･課税･控除証明書（同一生計者全員分）   

    

 

▼ 提出書類の印刷方法について ▼ 

様式 掲載場所 印刷方法 

No.1 提出書類チェック表 本しおり p.21 A4・片面印刷 

No.2 授業料免除願 本しおり p.22 A4・片面印刷 

No.3 家計調書 本しおり p.23、24 
（独立生計者用は p.25、26） A4・両面印刷〔長辺とじ〕※ 

※両面印刷ができない場合は、片面ずつ印刷し、複写機等で両面コピーをしてください。 

信州大学 

2024 年度 授業料免除申請のしおり【前期】 

※2025年度からは、各種基準や免除金額、提出書類等が大幅に変更となります。 
 変更後の制度は 2024年度入学者向けの授業料免除申請のしおりで事前に確認してください。 
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Q＆A よくあるご質問 

A1. 家計基準と学力基準の双方を満たしている者を予算の範囲内で半額免除とします。そのうえで予

算にまだ余りがある場合は，半額免除者のうち家計評価額（p.14-15「家計評価の計算方法」参照）

のマイナスが大きい者を優先に全額免除者を決定します。 

授業料免除は予算の範囲内で実施されるため，基準を満たしている者全員を半額免除とした免除額が

予算を上回る場合は，基準に該当している場合であっても免除の対象とならない場合があります。 

A2. 年収だけで選考するのではなく，世帯の家族構成や特別控除額を含めて総合的に家計評価額を

計算しますので、年収だけで免除の対象となるかどうかをお答えすることはできません。また，申請

書類を全て提出いただき精査しないと免除の対象となるかどうかはわかりませんので，家庭状況を聞

いてお答えすることもできません。 

p.1※1 家計基準に免除対象となるモデルケースを掲載しており、p.14-15 には家計評価額の算出方

法等を掲載していますので参考にしてください。 

 Q2. 年収がいくらであれば免除されますか？ 書類を揃えなくても，窓口で家庭状況 
    や収入状況を言えば，免除になるかどうかを事前に教えてもらえますか？ 

A3. 状況だけで確実に免除になることはありません。母子(父子)家庭であっても，申請時において十

分な収入があると判定される場合は免除されません。学力基準を満たすことも必要です。 

 Q1. 全額免除と半額免除の判定はどのように決まりますか？ 

 Q3. 母子（父子）家庭であれば必ず免除になりますか？ 
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１．授業料免除制度について【前期分後期分共通】 
次の ① 又は ② のいずれかに該当すると認められる場合、その期の授業料の全額又は半額が免除される

制度です。免除の対象者は、本学が定める家計基準（※1）及び学力基準（※2）の双方を満たした者であ
り、授業料免除予算の範囲内で免除者を決定します。 
① 経済的理由により授業料の支払いが困難であり、かつ、学業優秀と認められる場合 
② 学期の初日（前期：4 月 1 日、後期：10 月 1 日）前６か月以内において、生計維持者（原則父母）が

死亡し、又は申請者本人もしくは生計維持者が地震、火災、風水害等の災害を受けたなどの特別な理由
により、授業料の支払いが著しく困難であると認められる場合 

特例 
災害 

東日本大震災（2011 年 3 月 11 日）、熊本地震（2016 年 4 月 14 日）、2018 年５～7 月豪雨、北海道胆振
東部地震（2018 年 9 月 6 日）、2019 年８～９月豪雨、2019 年台風 19 号及び 2024年能登半島地震での
被災により、経済状況が悪化し、授業料の支払いが著しく困難であると認められる場合は申請の対象としま
す。 

※1 家計基準（収入・所得限度目安） 
基準となる金額は所得の種類、世帯の構成員等によって変わりますので一概に言うことはできません。p.14-15「家
計評価の計算方法」を参照してください。 

世 帯 構 成 給与収入の場合 
総収入金額（控除前の額） 

事業所得の場合 
総所得金額 

４人世帯 父（所得者）・母（無職）・本学学生（自宅 
外通学）・公立高校生（自宅通学） 550 万円程度 330 万円程度 

５人世帯 上記の４人世帯 ＋ 私立大学生（自宅外通学） 760 万円程度 500 万円程度 

※2 学力基準  

   学部生   
 新入生の入学期における学力基準は、本学入学試験の合格をもって、基準該当者とします。 
 入学した日が含まれる学期の翌学期以降については、累積ＧＰＡ（Grade Point Average）値が 2.40 
以上の者を基準該当者とします。 

 大学院生  
 新入生の入学期における学力基準は、本学入学試験の合格をもって、基準該当者とします。 
 入学した日が含まれる学期の翌学期以降については、修得科目の評定平均値が 2.0 以上の者を基準

該当者とします。（修得単位数、評定平均値は通算） 
（秀・優の修得単位数×３）＋（良の修得単位数×２）＋（可の修得単位数×１）   

総 修 得 単 位 数  

 学部生・大学院生共通  
 留年中は免除の対象外です。また、累積 GPA 値等が基準値以下の場合や、修得単位数が標準修得単位

数（下表参照）以下の場合は免除の対象外となりますが、その事情が、病気等やむを得ないと認められ
る場合は、「【様式 6】学力基準の特例申請書」及び証明書類の提出により免除の対象となることがあり
ます。 

課程 標準修得単位数 

医学部以外の学部 
【前期】卒業要件単位数÷最短修業年限×(当該学生の学年-1) 
【後期】卒業要件単位数÷最短修業年限×(当該学生の学年-0.5) 

医学部 【前期・後期共通】卒業要件単位数÷最短修業年限×(当該学生の学年-1) 
※ただし、進級に必要な単位数の方が小さい場合はその数 

修士課程・博士課程 定めない。ただし、各研究科において出席・研究実績が十分でないと判断した場合に
は学力「不適」とすることができる。 

注）あくまで授業料免除の学力判定の標準修得単位数であって、この単位数を修得すれば進級・卒業できるというものではありません。 
注）編入学、転学部又は転学科等の場合、編入学、転学部又は転学科後の年数及び修得単位数により判定することがあります。 

 生活保護世帯に属する者、母子父子世帯の者、学生本人障害者の場合は、学力基準が緩和されます。 
（緩和後の学力基準 ⇒ 学部生の累積 GPA 値：2.20 以上、大学院生の評定平均値：1.8 以上） 

 事由の期間内に生計維持者が死亡した場合や、本人若しくは生計維持者が風水害等の災害を受けた場合
は、学力基準を問いません。特例災害による申請の場合は学力基準を満たす必要があります。但し、能
登半島地震の場合は特例災害であっても 2024 年度前期分の申請においては学力基準を課しません。 

≧ ２.０ 評定平均値 
の計算方法 

https://www.shinshu-u.ac.jp/campus_life/studentsupport/6-jijyosho.pdf
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２．申請書類の提出について 

必要書類を全て揃え、提出期限までに提出してください。期限を過ぎた申請は、一切受け付けません。 

提出期限① 2024 年 3 月 28 日（木）【厳守】 
提出書類① 免除願、家計調書、同一生計者全員の該当書類（提出書類一覧 p.6-9 参照） 

▽ 

提出期限② 2024 年 6 月 20 日（木）【厳守】 

提出書類② 令和６年度（令和５年分）所得・課税・控除証明書［同一生計者全員分］ 

 

「所得・課税・控除証明書」の提出について 

⚫ ①の受付時にお渡しする「所得・課税・控除証明書提出表」と併せて、必ず期限内に提出してください。

「提出表」を受取らなかった場合や紛失した場合はすぐに担当窓口に申し出て下さい。 

⚫ 「令和６年度（令和５年分） 所得・課税・控除証明書」は５月中旬以降に市区町村で発行されます。発

行時期は市区町村により異なりますので、予め確認のうえ取得してください。市区町村での発行日の都

合等により期限までに提出が間に合わない場合は、必ず提出期限前に担当窓口にて期限延長の申し立て

をしてください。 

 

 

 

 

 

⚫ 令和５年分（前年分）の所得金額、及び令和６年度（今年度）の課税額（所得割・均等割）・控除（所得

控除・扶養控除）が記載された、記載省略のない証明書を提出してください。証明書の名称は、市区町

村により異なります。母・祖父母等に所得がない場合であっても、非課税証明書等の名称（合計所得金

額欄に 0 円の記載が必要）で発行されますので、必ず提出してください。詳細は p.13 の案内[重要]を

確認してください。 

⚫ 提出期限内に提出がなかった場合は審査の対象から除外します。 

 ７月上旬に、書類不備により授業料免除の選考対象外となった旨を通知します。2024 年７月 26 日（金）

に前期分授業料を指定口座から引き落とししますので、金融機関営業日での前日 15 時までに入金をし

てください。 

 前期分後期分一括申請をした者は、後期分の授業料免除についても「申請取下げ」となります。後期

分の申請を希望する場合は、改めて申請を行ってください。 

 
 
 
 
 
 

市区町村に具体的な発行日を確認したうえで、提出期限延長申立書を提出していただくことになります。  

詳細は①の受付時にお渡しする「所得・課税・控除証明書提出表」で確認してください。 

電話連絡での期限延長は原則として認めません。遠方への実習等で提出が困難となる場合には、必ず実習前

に窓口で直接延長を申し出てください。特別な事情で窓口に来ることが困難な場合は期限前に連絡してくだ

さい。また、提出期限を過ぎてからの期限延長の申し出は受け付けません。 

提出期限延長の申し立て方法について  
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提出方法 

窓 

口 

持 

参 

受付の際、申請書類をチェックしながら家庭状況や収入状況について面談により確認しますので、学生本人

が直接持参してください。 

遠方等でやむを得ず持参できない場合は、郵送での提出を認めます。 

郵 

送 

提 

出 

遠方等やむを得ず持参できない場合は、レターパックライト（郵便局や一部コンビニエンスストアで購入で

きます）で提出期間内（必着）に所属キャンパスの提出先まで送ってください。レターパックライトの表の

「品名」に必ず「授業料免除申請書類」と朱書きしてください。 

到着確認のためのお問い合わせはご遠慮ください。「郵便追跡サービス」にて配達状況を確認してください。
不備がある場合はメールや電話で学生へ連絡します。必ず大学メールや着信履歴をご確認ください。 

 
提出先 
受付時間は平日９時～17 時です。大学入試試験の実施・設営に伴う窓口閉鎖日がありますので、ご注意ください。 

松本キャンパス 
信州大学 学生総合支援センター 免除担当 
〒390-8621 松本市旭 3-1-1  TEL: 0263-37-2199 

長野(教育)キャンパス 
信州大学教育学部 学務係  
〒380-8544 長野市西長野 6 のロ TEL: 026-238-4056 

長野(工学)キャンパス 
信州大学工学部 学務係  
〒380-8553 長野市若里 4-17-1 TEL:026-269-5135 

伊那キャンパス 
信州大学農学部 学務グループ  
〒399-4598 上伊那郡南箕輪村 8304 TEL: 0265-77-1447 

上田キャンパス 
信州大学繊維学部 学務グループ  
〒386-8567 上田市常田 3-15-1 TEL: 0268-21-5311 

 

 

３．免除願・家計調書の記入及び提出書類について 

免除願・家計調書は、事実に基づいて作成してください。事実と相違した内容を申告した場合は、審査
の対象から除外します。免除決定後に、虚偽の事実が明らかになった場合は、許可を取り消します。 

◼ 免除願・家計調書は、必ず申請者（学生）が記入をしてください。 

記入例をよく読み、申請者の属する世帯の「同一生計者」について、基準日（前期：４月１日）現在の
状況を十分確認のうえ記入してください。 
 

◼ 未提出書類があると審査に差し支えますので、３-４提出書類一覧（p.6-9）をよく確認のうえ必要書類
を揃えてください。必要書類が提出されなかった場合は、審査の対象から除外します。 
 

◼ 書類記入及び提出書類について不明な点があれば、早めに担当窓口にお問い合わせください。申請書類
提出時は、不明点を事前に全て解消し、必要書類を揃えて提出してください。書類の不備が多い場合は
申請を受け付けません。 
 

◼ 申請書類を提出した後に、給付奨学金（医師又は看護師を対象とした奨学金を含む。）又は日本学術振興
会特別研究員研究奨励金等の受給が決定した場合は、必ず申し出てください。但し、日本学生支援機構
給付奨学金を除きます。申し出ずに免除が許可された場合は、許可を取り消します。 

 
◼ 免除願・家計調書の記入は黒色のボールペンを使用してください。（鉛筆、消せるボールペン不可） 
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３-１ 家計調書「申請区分」について  

申請区分は、「前期分のみ」「後期分のみ」「前期分後期分一括」「後期分の変更」の４区分があります。 
以下を確認のうえ、前期は「前期分のみ」又は「前期分後期分一括」どちらかの区分を選択してください。 

 「前期分後期分一括」について 
後期分の申請を予定している学生で、後期（基準日：10 月 1 日）も家族構成及び本人を含む同一生計
者の家計状況・就学状況等に変更の予定がない場合に、前期分と併せて後期分を申請することができま
す。この場合、後期分の申請書類の提出を省略できます。 
ただし、選考は前期分後期分を別々に行います。そのため、家計状況に変更がなくても、申請者数、学
業成績、申請事由の変更等により、前期分と後期分の選考結果が異なる場合があります。 

 次のいずれかに該当する場合は、「前期分後期分一括」を選択することはできません。 
 2024 年 9 月卒業（修了）予定の場合（引続き、本学の大学院修士又は博士課程に進学する者を含む） 
 年度内に休学又は退学を予定している場合 
 後期（基準日：10 月 1 日）に前期申請時と家族構成、家計状況、就学状況等に変更が見込まれる場合 

 後期分変更申請について 
「前期分後期分一括」で申請をした際に、前期（基準日：4 月 1 日）と後期（基準日：10 月 1 日）の
家族構成又は本人を含む同一生計者の家計状況・就学状況等に変更が生じた場合は、「後期分変更申請」
が必要になります。 
「後期分変更申請」の方法については、学生総合支援センターホームページで後期の申請書類と共にお
知らせしますので（7 月下旬～8 月上旬）確認してください。変更が生じたにも関らず、変更申請をし
ない場合、虚偽申請したとして免除の許可を取り消す場合がありますので、ご注意ください。 

（後期分変更申請が必要な例） 
 同一生計者（申請者本人含む）の就職・転職・退職・年金受給等による収入の増減 
 申請事由の変更 （前期：経済的理由 → 後期：災害 又は 生計維持者の死亡） 
 申請者本人の給付奨学金の決定（日本学生支援機構給付奨学金を除く） 
 申請者本人の通学区分の変更（前期：自宅外 → 後期：自宅 ／ 前期：自宅 → 後期：自宅外） 
 世帯人数・就学状況の変更 

 
 申請種別の変更について 

「前期分後期分一括」で申請をしたが、後期に申請種別（免除・徴収猶予）を変更する場合は、一括申
請した種別の後期分について申請取下げをした上で、後期に申請する種別について新規の申請をしてく
ださい。 
 

 しおり p.1授業料免除の申請事由②で前期分後期分一括申請をする場合について 

申請事由②での申請は、生計維持者の死亡日又は火災・風水害等の災害を受けた日が授業料の各期の納
期（前期 4 月 1 日、後期 10 月 1 日）前６か月以内（新入学者は、入学した日の属する学期分の申請に
ついては入学前１年以内）に該当する場合のみ認められます。 
 
そのため、前期に「生計維持者の死亡」「災害」の申請事由で前期分後期分一括申請をした場合、後期の
申請事由は「経済的理由」となります。この場合、申請事由について後期分の変更申請は必要ありませ
ん。ただし、後期（基準日：10 月 1 日）に家計状況等が変更した場合は必ず変更申請をしてください。 
 

 次のいずれかに該当する場合は、学生総合支援センターホームページより所定様式をダウンロードして
後期申請期間内に担当窓口に提出してください。  

 「前期分後期分一括」で申請をしたが、後期分を取り下げる場合：「取下願」を提出してください。 
 「前期分のみ」で申請をしたが、家族構成又は本人を含む同一生計者の家計状況・就学状況等に変更

がないことから、後期申請時に「前期分後期分一括」に変更する場合：「申請区分変更願」を提出し
てください。 

 

https://www.shinshu-u.ac.jp/campus_life/studentsupport/11_withdrawal.pdf
https://www.shinshu-u.ac.jp/campus_life/studentsupport/10_periodchange.pdf
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３-２「同一生計者」について  

授業料免除申請における「同一生計者」は、次の①～④に該当する家族です。 

① 申請者の生計維持者（原則父母）と同居している者 

② 就学のため生計維持者と別居している者 

③ 病気・介護療養のため生計維持者と別居している者 

④ 単身赴任中の生計維持者 

◼ 単身赴任・就学事情・介護等により現在生計維持者と同一の住居に居住していなくても、その事情が消

滅したときには、日常生活をともにし、消費生活上、家計を一つにすることとなる人も同一生計者です。 

◼ 他、特殊事情がある方は早めに担当窓口にご相談ください。 

 

 

 

３-３「独立生計者」とは  

「独立生計者」は原則大学院生のみです。  

大学院生のうち、次の①～④いずれにも該当する学生について、「独立生計者」と認定し、本人（配偶者があ

るときは、配偶者を含む）の１年間の総所得金額で選考を行います。 

① 所得税法上、父母の扶養親族でない者 

② 父母等と別居している者 

③ 本人（配偶者があるときは、配偶者を含む）に収入があり、その収入について所得申告がなされ、

所得・課税・控除証明書が発行される者 

④ 本人（又は配偶者があるときは、配偶者）が、国民健康保険の世帯主である者、又は健康保険の被

保険者である者 

 

◼ 上記①～④全てに該当しない限りは「独立生計者」とは認められません。特殊な事情がある場合は、事

前に相談してください。「親からの仕送りを受けていない」「奨学金のみで生活している」「入学前社会人

だった」だけでは「独立生計」ではありません。 

◼ 収入については、一般の常識的生活を維持する収入（年間 124 万円以上）であることを前提としてくだ

さい。 

 

（例）  

 父母と同居している祖父母 

⇒ 同一生計  父母と同居している就職した兄 

 父母の居住する家を出て、一人暮らしをしている大学生の姉 

 父母の居住する家を出て、一人暮らしをしている就職した兄 

⇒ 別生計  父母の居住する家と同じ敷地内に別棟の家があり、消費生活（食費・水

道光熱費を含む）の全てを別にしている祖父母 

 父が単身赴任、母と高校生の弟が同居 ⇒ 全員同一生計 
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３-４ 提出書類一覧  

◼ 同一生計者（申請者本人を含む）全員 について、該当する書類を提出してください。 

◼ 注意事項をよく読み、提出すべき書類が揃っているかよく確認をしてください。書類の不備が

多い場合は申請を受け付けません。 

◼ 「コピー」と記載されているもの以外は原本を提出してください。 

対象 № 提出書類 / 注意事項 

申 

請 

者 

全 

員 

1 
提出書類チェック表 

➢ 学籍番号・氏名を記入し、提出する書類にチェックをしてください。 

2 
授業料免除願 

➢ 願の記載事項を全てご確認のうえ、必ず申請者本人が署名してください。 

3 

家計調書【両面印刷】※独立生計として申請する場合は「独立生計用」の様式を使用してください。 

➢ 申請者（学生）本人が、同一生計者について基準日（4 月 1 日）現在の状況を、漏れがないように手
書きで記入してください。 

➢ 独立生計者（認定条件:しおり p.5 参照）の様式が一般生計の様式の後ろに掲載されています。 

4 

令和 6 年度 (令和 5 年分) 所得・課税・控除証明書   ※同一生計者全員分  

➢ 提出期限は６月 20 日（木）です。市区町村の窓口で 5 月中旬以降に発行されます。 

市区町村の役場に申請して入手してください。発行時期は市区町村により異なるため、予め確認し

てください。期限までに提出できない場合は、必ず担当窓口にて期限延長の手続をしてください。 

➢ 証明書の名称は、市区町村により異なります（例．「課税（所得）証明書」「市民税・県民税 所得・
課税証明書」「所得・課税・扶養証明書」）。 

➢ 令和 5 年分（前年分）の所得金額、及び令和 6 年度（今年度）の課税額（所得割・均等割）・控除（所

得・扶養）が記載された、記載省略のない証明書を提出してください。所得証明書に住民税非課税・

課税が表記されていない場合は、所得証明書と併せて「住民税（所得割）非課税・課税証明書」を

提出してください。しおり 13 ページの案内[重要]をご確認ください。 

➢ 母・祖父母等に所得がない場合であっても、非課税証明書等の名称（合計所得金額欄に 0 円の記載
が必要）で発行されますので、必ず提出してください。  

➢ 小学校入学前の方、就学者（申請者本人及び兄弟姉妹）及び 2024 年 3 月に高校・大学等を卒業し
た方で前年の年収が 103 万円以下の場合は提出不要です。 

➢ 申請者本人が独立生計者（認定条件：しおり p.5 参照）に該当する場合は、申請者本人の所得・課
税・控除証明書も提出してください。 

5 

住民票 ※同一生計者全員分  ※発行から３か月以内のもの 

➢ 『この写しは世帯全員の住民票の原本と相違ないことを証明する。』と記載されている住民票を提出

してください。住民票上世帯分けをしていても、同一生計者全員分を提出してください。 

➢ 申請者本人又は就学中の兄弟姉妹が大学等の所在地に住民票を移動させている場合、申請者本人又は
就学中の兄弟姉妹の住民票は提出不要です。ただし、申請者本人が独立生計者（認定条件：しおり
p.5 参照）に該当する場合は申請者本人を含む世帯全員の住民票を提出してください。 

「5.住民票」に
記 載 さ れ て い
るが、別生計の
方がいる場合 

6 

別生計であることが確認できる書類(ｺﾋﾟｰ) 

➢ 例Ａ：祖父母等が同じ敷地内で別棟の家に住み、消費生活のすべてを別にしている場合 ⇒ ２世帯分
の同月の光熱水道費明細書。 

➢ 例Ｂ：社会人の兄弟姉妹が別住所に住んでいる場合 ⇒ アパート契約書、入寮証明書、光熱水道費の
明細書、現住所が分かる携帯料金等の支払明細書（いずれかひとつ） 
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収入に関する書類（同一生計に該当者がいる場合） 

対象 № 提出書類 / 注意事項 

申請者本人の給付奨学
金(返済不要)受給が決
定している場合 

7 

給付奨学金決定通知(ｺﾋﾟｰ) ※日本学生支援機構「給付奨学金」を除く 

➢ 受給の金額及び期間が分かるものを提出してください。 

➢ 医師(医学生)就学資金、病院事業奨学金(医師・看護師等)は、給付奨学金扱いになります。 

➢ 申請後、給付奨学金が決定した場合は担当窓口に申し出てください。 

➢ 返済が必要な貸与奨学金の決定通知は不要です。 

申請者本人の日本学術
振興会研究奨励金受給
が決定している場合 

8 

日本学術振興会特別研究員決定通知(ｺﾋﾟｰ) 

➢ 受給の金額及び期間が分かるものを提出してください。 

➢ 申請後、日本学術振興会特別研究員に決定した場合は、担当窓口に申し出てください。 

2023（R5）年に 
給与収入があった方 
(パート・アルバイト含む) 

9 

令和 5 年分源泉徴収票(ｺﾋﾟｰ) 

➢ 勤務先が 2 箇所以上ある場合は全ての勤務先のものを提出してください。また、退職した
勤務先等についても提出してください。 

➢ 確定申告の際に源泉徴収票の本紙を提出して手元にコピーが無い場合、源泉徴収票の再発
行を勤務先等に依頼のうえ、コピーを提出してください。 

➢ 就学者（申請者本人及び兄弟姉妹）で年収 103 万円以下の場合は提出不要です。 

2023（R5）年分の確
定申告(市民税等申告)
をした方 
 
2023（R5）年に給与
以外の所得があった方 

10 

令和 5 年分確定申告書(控) (ｺﾋﾟｰ)又は、令和 6 年度市民税（県 

民税）申告書(ｺﾋﾟｰ) 

➢ 確定申告書は、第一表・第二表を提出してください。第三表～第五表がある場合は併せて
提出してください。 

➢ 配当・不動産所得・分離課税の対象になる収入（退職金・資産譲渡）に関わる申告書も提
出の対象となります。 

➢ 給与収入がある場合は、中途就・退職を確認するために 9.源泉徴収票も提出してください。 

2023 年１月以降に、就
職・転職・雇用形態変
更があった方 

11 

【様式 1】給与支給（見込）証明書 

➢ 母又は父が控除対象配偶者（年収 103 万円以下）であることが、もう一方（父又は母）の
源泉徴収票や確定申告書で確認でき、今後も同じ状態で勤務することが見込まれる場合は、
控除対象配偶者分については提出を省略できます。 

➢ 2024 年 4 月 1 日に就職、転職、雇用形態変更の場合は 4 月 19 日（金）までに提出して
ください。 

2023 年１月以降に、自
営業等を開業した方 

12 
【様式 2】個人事業主所得（見込）申立書 

➢ 同一生計者に専従者給与を支給している場合は、【様式 1】給与支給（見込）証明書を併せ
て提出してください。 

年金収入がある方 13 

年金振込通知書等(ｺﾋﾟｰ)   ※最新のもの ※年金の源泉徴収票は不可 

➢ 公的年金(老齢・遺族・寡婦・障害・共済・労災等)、私的年金(農業者・漁業者・基金・企
業等)、個人年金(年金保険等)、その他の年金 

➢ 受給者の氏名と金額が分かるようにコピーしてください。 

➢ 複数受給している場合は、すべての通知(ｺﾋﾟｰ)を提出してください。 

事 由 の 対 象 期 間 (p.9
注)に退職又は廃業し
た方 

14 

【様式 3】退職及び退職金支給証明書又は、 廃業届(ｺﾋﾟｰ)  

➢ 勤務先発行の退職及び退職金支給の証明書(ｺﾋﾟｰ)でもかまいません。 

➢ 母又は父が控除対象配偶者（年収 103 万円以下）であることが、もう一方（父又は母）の
源泉徴収票や確定申告書で確認でき、今後も同じ状態で勤務することが見込まれる場合は、
控除対象配偶者分については提出を省略できます。 

本学所定様式 【様式１】～【様式 6】       は、信州大学ホームページ 

  学生生活  ⇒  授業料免除・奨学金  ⇒  申請様式ダウンロード  から ダウンロードしてください。 

様式 ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ 

様式 ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ 

様式 ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ 

様式 ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ 

https://www.shinshu-u.ac.jp/campus_life/studentsupport/scholarship/download.html
https://www.shinshu-u.ac.jp/campus_life/studentsupport/1-kyuuyomikomi.pdf
https://www.shinshu-u.ac.jp/campus_life/studentsupport/2-kojinnjigyou.pdf
https://www.shinshu-u.ac.jp/campus_life/studentsupport/3-taisyoku.pdf
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対象 № 提出書類 / 注意事項 

雇用保険求職者給付
（失業給付）・雇用継続
給付を受給している方
（手続中を含む） 

15 

雇用保険受給資格者証(ｺﾋﾟｰ)又は、給付金支給決定通知書(ｺﾋﾟｰ) 

➢ 雇用保険受給資格者証の両面コピー（受給額のわかるもの）を提出してください。雇用継続

給付（高年齢雇用継続給付、育児休業給付、介護休業給付）の場合は給付支給決定通知書

のコピー（受給額のわかるもの）を提出してください。 

傷病手当金を受給して
いる方（手続中を含む） 

16 
傷病手当金支給決定通知書(ｺﾋﾟｰ) 

➢ 直近の３か月分のコピー（受給金額及び期間が記載されているもの）を提出してください。 

生活保護扶助費を受給
している方（手続中を
含む） 

17 
保護決定（変更）通知書(ｺﾋﾟｰ) 

➢ 直近の３か月分のコピー（受給金額が記載されているもの）を提出してください。 

特別控除に関する書類（同一生計に該当者がいる場合） 

対象 № 提出書類 / 注意事項 

高校生・大学生・大学
院生・予備校生 

18 

各学校所定の在学証明書 ※所定の用紙がない場合は【様式 4】を使用してください。 

➢ 基準日（4 月 1 日）に在籍している学校の発行日から３か月以内の在学証明書を提出して

ください。（学生証のコピーは不可） 

➢ 信州大学に在籍している学生（申請者本人及び兄弟姉妹）に係るものは提出不要です。 

➢ 2023 年度と 2024 年度の在学校が同じ場合は、4 月 1 日以前に発行（記入）された証明書

で差し支えありません。（ただし、在学校の最短修業年限を超過している方については、4

月 1 日以降発行（記入）の在学証明書を 4 月 19 日（金）までに提出してください） 

➢ 2024 年 4 月入学（進学）者の書類については、合格通知(ｺﾋﾟｰ)を提出し、在学証明書を

4 月 19 日（金）までに追加提出してください。（大学から大学院、大学院の修士から博士

に進学する場合も含む） 

➢ 予備校の場合は、各校所定の在籍証明書でも差し支えありません。 

専修学校生（高等課
程・専門課程）・大学
校・各種学校 

19 
【様式 4】在学証明書       ※各学校所定の証明書は不可 

➢ 「No.18 各学校所定の在学証明書」の注意事項と同様です。必ず確認してください。 

母子世帯・父子世帯 20 

母子（父子）世帯を確認できる書類(ｺﾋﾟｰ) 

➢ 寡婦・ひとり親控除等の記載がある源泉徴収票・確定申告書、児童扶養手当受給者証、戸
籍謄本等のいずれかひとつを提出してください。  

➢ 母子・父子世帯控除の対象（詳細は別紙の記入例を参照）とならない場合でも、必要書類
の提出と家計調書 D 欄の記入をしてください。 

障害のある方 21 
障害者手帳等(ｺﾋﾟｰ) 

➢ 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、各種手当証書等のいずれかひとつ
（最新のもの、氏名と障害等が確認できるページ）のコピーを提出してください。 

基準日(4 月 1 日)にお
いて６か月以上、要介
護３以上の状態が継続
している方 

22 
介護認定通知書(ｺﾋﾟｰ) 又は、介護認定資格者証(ｺﾋﾟｰ) 

➢ 最新のもの、氏名と介護認定が確認できるページのコピーを提出してください。 

事由の対象期間(p.9
注)に、学資負担者が死
亡した場合 

23 
死亡届(ｺﾋﾟｰ)／戸籍謄本(ｺﾋﾟｰ)／除籍抄本(ｺﾋﾟｰ) 

➢ 死亡届／戸籍謄本／除籍抄本はいずれかひとつのコピーを提出してください。 

24 
死亡退職金・保険金等支払通知(ｺﾋﾟｰ) 

➢ 死亡退職金・保険金等支払通知は、金額と支払日が分かるもののコピーを提出してください。 

様式 ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ 

https://www.shinshu-u.ac.jp/campus_life/studentsupport/4-zaigaku.pdf
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任意提出の書類 1（特別控除を希望する場合に提出してください） 

対象 № 提出書類 / 注意事項 

事由の対象期間 (p.9
注)に火災・風水害等に
より被害を受けた場合
(※1) 

25  り災証明書(ｺﾋﾟｰ) 

26 被害額・補てん額の分かる書類(ｺﾋﾟｰ) 
（被害額：家屋等の修繕費等。補てん額：国・県又は保険会社等からの給付金） 

※1 事由の対象期間外であったとしても、特例災害となる、東日本大震災（2011 年 3 月 11 日）、熊本地震（2016 年 4 月
14 日）、2018 年 5～7 月豪雨、北海道胆振東部地震（2018 年 9 月 6 日）、2019 年 8～9 月豪雨、2019 年台風 19 号及
び 2024 年能登半島地震での被災により、経済状況が悪化し、授業料の支払いが著しく困難であると認められる場合は
免除の対象とします。 

任意提出の書類 2（学力の特例基準に該当する場合に提出してください） 

対象 № 提出書類 / 注意事項 

特別な事由により、 
標準修得単位数を満た
していない者、修業年
限を超えた者 

27 

【様式 6】学力基準の特例申請書 
以下の「特別な事由」に該当すると認められる場合、学力基準を一部緩和します。必ず指導
教員に事情書の所見欄を記入してもらってください。また、事由に合わせた証明書類（コピ
ー可）の提出が必要です。 
 試験当日の病気（当日発症したものに限らない）により単位修得ができなかったことにより、累

積 GPA 値又は評定平均値、修得単位数が基準未満となった場合【証明書類：診断書のコピー等】 
 本人が障がい者であるため、学業を継続するうえで負担が大きいと認められる場合で、累積 GPA

値又は評定平均値、修得単位数が基準未満となった場合、または最高学年で留年した場合【証明
書類：障害者手帳のコピー等】 

 その他真にやむを得ない事情があると特に認められた場合【証明書類：事情を証明できるもの】 

 休学や留学による学力特例基準該当者は、学籍異動情報により状況を確認できるため、事情書の提出不要です。 
 他、やむをえない事情がある方は早めに担当窓口にご相談ください。 

独立生計者が提出する書類 「独立生計者」は原則大学院生のみです。（認定条件：しおり p.5 を参照） 

対象 № 提出書類 / 注意事項 

申請者本人が独立生計
者に該当する場合 

28 

健康保険証(ｺﾋﾟｰ) 

 申請者本人を含む、世帯（同一生計者）全員について提出してください。  
 本人（又は配偶者があるときは、配偶者）が、国民健康保険の世帯主である者、又は健康

保険の被保険者である者に該当しなければ独立生計者と認められません。 

（注）事由の対象期間  

前 期： 基準日前６か月以内（2023.10～2024.3） 

後 期： 基準日前６か月以内（2024.4～2024.9） 
 

  

様式 ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ 

https://www.shinshu-u.ac.jp/campus_life/studentsupport/6-jijyosho.pdf
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４．高等教育修学支援新制度（日本学生支援機構給付奨学金）との関係について 

高等教育修学支援新制度は日本学生支援機構給付奨学金と授業料減免を併せて受けることができる制度です。 

日本学生支援機構給付奨学金受給者（又は在学採用の申請予定者）は、本学独自の授業料免除を申請できま
す。新制度との差額があると認められた方に対し、予算の範囲内で追加支援（上乗せ支援）を行います。 

ただし、「信州大学の授業料免除制度」と「高等教育修学支援新制度」は異なる別の制度であるため、併せて
申請を行う場合には、それぞれの制度の申請を所定の期限まで行う必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学 

生 

A 

267,900 円 

①給付奨学金：満額支援（区分Ⅰ） 

267,900 円 / 133,950 円 / 0 円 

②信大免除制度：全免 or 半免 or 不許可 

267,900 円 

①新制度(給付奨学金)による免除額 

0 円 

②信大の免除制度による免除額 

全額免除 

267,900 円 

▶ 

▶ 

学 

生 

B 

178,600 円 

①給付奨学金：2/3 支援（区分Ⅱ） 

267,900 円 

②信大免除制度：全免 

178,600 円 

①新制度(給付奨学金)による免除額 

②信大の免除制度による免除額 

89,300 円 

全額免除 

267,900 円 

▶ 

▶ 

学 

生 

D 

89,300 円 

①給付奨学金：1/3 支援（区分Ⅲ） 

267,900 円 

②信大免除制度：全免 

89,300 円 

①新制度(給付奨学金)による免除額 

②信大の免除制度による免除額 

全額免除 

267,900 円 

▶ 

▶ 178,600 円 

制度毎の判定結果 補てん調整後の免除額 

学 

生 

C 

178,600 円 

①給付奨学金：2/3 支援（区分Ⅱ） 

133,950 円 / 0 円 

②信大免除制度：半免 or 不許可 

178,600 円 

①新制度(給付奨学金)による免除額 

0 円 

②信大の免除制度による免除額 

2/3 免除 

178,600 円 

▶ 

▶ 

学 

生 

E 

89,300 円 

①給付奨学金：1/3 支援（区分Ⅲ） 

133,950 円 

②信大免除制度：半免 

89,300 円 

①新制度(給付奨学金)による免除額 

②信大の免除制度による免除額 

半額免除 

133,950 円 

▶ 

▶ 44,650 円 

区 

分 

Ⅰ 

学 

生 

F 

89,300 円 

①給付奨学金：1/3 支援（区分Ⅲ） 

0 円 

②信大免除制度：不許可 

89,300 円 

①新制度(給付奨学金)による免除額 

0 円 

②信大の免除制度による免除額 

1/3 額免除 

89,300 円 

▶ 

▶ 

区 

分 

Ⅱ 

区 

分 

Ⅲ 

最終免除額 新制度(例) 

学 

生 

G 

0 円 

①給付奨学金：不採用 又は 対象外（申請なし） 

267,900 円 又は 133,950 円 

②信大免除制度：全免 又は 半免 

0 円 

①新制度(給付奨学金)による免除額 

267,900 円 又は 133,950 円 

②信大の免除制度による免除額 

全免 267,900 円 

又は 

半免 133,950 円 

▶ 

▶ 

※2019 年度以前入学の学部生で、以下に該当する者を対象に本学独自の授業料免除を行います。 

・新制度による日本学生支援機構給付奨学金の対象外となる者（申請なしの者を含む） 

・新制度による日本学生支援機構給付奨学金採用者のうち、授業料免除額が減少する者 

対 

象 

外 
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◼ 区分Ⅰ（満額支援）の給付奨学生は、本学の授業料免除の選考結果の如何に関わらず、新制度により全

額免除となりますので、本学の授業料免除を申請しなくても構いません。但し、給付奨学金の支援区分

は毎年 10 月に見直しが行われるため、生計維持者の収入増により、区分Ⅱ・Ⅲ・Ⅳまたは停止となる

場合がありますので、本学の授業料免除を申請するかどうか各自判断してください。 

◼ 区分Ⅱ・Ⅲ・Ⅳの給付奨学生は、本学の授業料免除も申請した場合、新制度との差額があると認められ

た方に対しては予算の範囲内で補てん調整（上乗せ支援）を行います。申請希望者は期限までに申請し

てください。 

◼ 給付奨学金対象外（申請なしを含む）の学生は、本学の授業料免除を申請し、家計及び学力基準の双方

を満たした者であると認められた場合、予算の範囲内でその期の授業料の全額又は半額が免除されます。 

◼ 給付奨学金ではマイナンバー情報により収入状況が自動的に把握されますが、本学の授業料免除ではマ

イナンバー情報を取得できないため、１回の申請で卒業まで免除が認められる制度ではありません。前

期に申請する際に、「前期分後期分一括申請」を選択した方は、家族構成又は家計状況・就学状況等に変

更が生じた場合、「後期分変更申請」が必要になりますし、次年度に申請の手続きをしければ免除の対象

にはなりません。 

５．選考結果及び支払期限について 

2024 年度 選考結果の掲載期間 口座振替日 

前期分 2024 年 8 月 1 日 ～ 9 月 30 日 2024 年 8 月 26 日（月） 

後期分 2025 年 1 月 10 日 ～ 3 月 9 日 2025 年 1 月 27 日（月） 

◼ 選考は、前期分と後期分を別々に行います。そのため、家計状況に変更がなくても、申請者数、学業成

績、申請事由の変更等により、前期分と後期分の選考結果は異なる場合があります。期ごとの選考結果

を必ず確認してください。 

◼ 授業料免除申請をしたからといって、必ずしも免除が許可されるわけではありません。選考結果通知か
ら口座振替日までの期間が短いですので、授業料の支払いが生じた際に困ることのないように、計画的
に備えてください。 

◼ 免除を許可された方については、授業料免除は税金により行われていることを自覚し、社会的責任も負
う心構えを持って、一層の勉学に励むことを期待しています。 

◼ 選考結果は学内ポータルサイト（キャンパス情報システム）にて通知します。結果確認については、パ

ソコンまたは携帯電話から、期間内に各自で行ってください（電話での通知や郵送等はしません）。結果

確認画面のスクリーンショットやページ印刷を行い、必ず保護者へ伝えてください。 

◼ 選考結果通知内容に関する問い合わせを学生の保証人が行う場合は、個人情報保護のため、大学に登録

している連絡先から番号通知のうえ、学生総合支援センターに電話をするようお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学内ポータルサイト ACSU(握手) にログインして、 キャンパス情報システム に入り 

⇒ ◆学生生活情報 ⇒ 授業料免除結果 によりご確認ください。 

ＸＸＸＸ年度 前期分授業料免除結果 

[

授
業
料
免
除
結
果]

メ
ニ
ュ
ー
を
ク

リ
ッ
ク
す
る
と
、
授
業
料
免
除
の
結

果
を
表
示
し
ま
す
。 

各自でページ印刷や画面のスクリーン

ショットを行い、内容確認や他の申請等

に利用できるように大切に保管くださ

い。また、必ず保護者へ免除結果を伝え

てください。 

XXXX年度前期分のみの申請をしています。 

XXXX年8月26日(Ｘ曜日） 

https://acsu.shinshu-u.ac.jp/ActiveCampus/index.html
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６．注意事項 

◼ 学則違反、学生としての本分に反する行為により、懲戒処分等を受けた場合は、審査の対象から除外しま
す。免除決定後においても、許可を取り消します。 

◼ 選考の決定がされるまでの間は、授業料の口座引落しを行いません。 
結果が判明する前に振込み等により授業料をお支払いいただいた場合は申請を取り下げたものとみなし
ます。お支払いいただいた授業料はお返しできませんので、ご注意ください。 

◼ 申請は、免除か徴収猶予のいずれか一つで、同時に複数申請することはできません。また、高等教育修学
支援新制度による日本学生支援機構給付奨学金（授業料減免含む）の受給者及び申請者も、本学の授業料
徴収猶予を申請できません。 

◼ 「徴収猶予」の申請書類は異なりますので、申請希望者は学生総合支援センターホームページから該当書
類をダウンロードしてください。 

◼ 提出された書類の返却・貸出し等はできませんので、書類は提出前に自身でコピーをとり、内容確認や他
の申請等に利用できるようにしてください。提出していただいた書類は、授業料免除等業務のために利用
するものであり、他の目的には使用いたしません。 

◼ 申請の内容を確認するため、提出書類一覧以外に別途書類の提出をお願いする場合がありますので、ご承
知おきください。 

◼ 授業料免除申請後、休学・退学等学籍が異動する場合又は申請を取り下げる場合は、速やかに担当窓口に
申し出てください。 

◼ 次回の申請について、掲示板・キャンパス情報システム及び信州大学学生総合支援センターホームページ
でお知らせします。 

 

７．授業料免除申請情報の入手方法 

授業料免除に関する情報は必要とする者が自主的に確認しなければなりません。情報を見逃してしまうと、

大切な権利を失ったり、手続が大幅に遅れたり、不利益を被ることになりますので、注意してください。 

自分で定期的に確認 大学ホームページ、学内掲示板、キャンパス情報システム、信州大学メー
ル（xxxxx@shinshu-u.ac.jp）を定期的に確認してください。 

大学からの個別連絡 
（至急の場合） 

携帯電話に授業料免除窓口の電話番号を登録しておき電話に出るように
してください。電話に出られなかった場合は、折り返し電話をするか、
担当窓口に来てください。 

 

８．問い合わせ先 

松本キャンパス 
信州大学 学生総合支援センター 免除担当 

〒390-8621 松本市旭 3-1-1  TEL: 0263-37-2199 

長野(教育)キャンパス 
信州大学教育学部 学務係  

〒380-8544 長野市西長野 6 のロ TEL: 026-238-4056 

長野(工学)キャンパス 
信州大学工学部 学務係 

〒380-8553 長野市若里 4-17-1 TEL:026-269-5135 

伊那キャンパス 
信州大学農学部 学務グループ  

〒399-4598 上伊那郡南箕輪村 8304 TEL: 0265-77-1447 

上田キャンパス 
信州大学繊維学部 学務グループ  

〒386-8567 上田市常田 3-15-1 TEL: 0268-21-5311 

 
 

申請する期 申請書類ダウンロード 申請期間（予定） 

2024 年度 後期分 2024 年 7 月下旬～ 2024 年 8 月１日～9 月 30 日 
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市区町村で発行される「住民税課税 

決定通知書（特別徴収額の通知書）」 

 
 

課税・非課税のみの証明（所得金額が載っていない） 

 

 

[重要] 提出書類 No.4 「所得・課税・控除証明書 」について 

◼ 前年分（2023 年 1 月 1 日から 12 月 31 日まで）の ①所得金額、②課税額（所得割・均等割）、

③控除（所得・扶養）が記載された、記載省略のない証明書を提出してください。 

所得証明書に住民税非課税・課税が表記されていない場合は、所得証明書と併せて「住民税（所得割）

非課税・課税証明書」を提出してください。 

◼ 証明書の名称・様式は、市区町村により異なります。 

名称例）「令和 6 年度（令和 5 年分）課税証明書」、「2024 年度 市民税・県民税 所得・課税・扶養証
明書」、「住民税課税（所得）証明」、「市・県民税課税（2023 年分所得）証明書」、「令和 5 年分 市・
県民税 所得証明書」 

◼ 母・祖父母等に所得がない場合であっても、非課税証明書等の名称（合計所得金額欄に 0 円の記載

が必要）で発行されますので、必ず提出してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提出書類 No.4  「R6 年度（R5 年分） 所得・課税・控除証明書」 について 

 

前年分の所得金額 

住 民 税 非 課

税・課税の有無

が表記されて

いるかを必ず

確認してくだ

さい。（＊アス

タリスク等で

目隠しされて

いないこと) 

 

※表記されて

いない場合は，

「住民税（所得

割）非課税・課

税証明書」が必

要となります。 

収入・所得金額、控除の種類・金額等が 

"***(ｱｽﾀﾘｽｸ)"等で目隠しされている 

 

家族全員が一枚で証明されて、必要情報が載っていない 

 

 

今年度の課税額 

配偶者控除や扶

養控除が記載さ

れているか確認 

受

け

付

け

で

き

ま

せ

ん 
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[参考資料] 家計評価の計算方法 

【基本的な計算方法】 

 総所得金額   －   特別控除額   ＝   認定総所得金額 

 認定総所得金額   －   半額免除に係る収入基準額  ≦  －100 万円  

※認定総所得金額が半額免除に係る収入基準額より、－100 万円以下で半額免除の家計基準該当に
なります。

（給与所得者） 源泉徴収票の支払金額  －  ※必要経費  ＝  所得金額 

※ 必要経費・・・・・給与、賃金、年金、賞与及びこれらの性質を有する給与等（雇用保険、傷病手当金、生

活保護費等を含む。）の収入金額については、次の計算式によって、得られた金額を控除します。

収入金額が１０４万円以下のものは収入金額と同額とする 

収入金額が１０４万円を超え２００万円までのもの  収入金額×０．２＋８３万円 

収入金額が２００万円を超え６５３万円までのもの  収入金額×０．３＋６２万円 

収入金額が６５３万円を超えるもの   ２５８万円 

・1 年間の総所得金額とは、基本的には申請の前年１年間の額です。

・特別控除額とは、母子・父子世帯控除、障害者控除、申請者本人・兄弟等の就学者控除、災害等

による被害額の控除などがあります。

（例A） 学部生で、４人家族、父が給与収入者（年収 550 万円）で、母が主婦（収入 0 円）、本人が自宅外で

信州大学に在学、兄弟は弟が一人（公立高校・自宅）の場合 

① 総所得金額 5,500,000 －（5,500,000×0.3＋620,000）＝ 3,230,000 円 

② 特別控除額 本人が国立大学法人大学の自宅外  720,000 円  

弟が公立高校の自宅       280,000 円  

③ 認定総所得金額 3,230,000 － 1,000,000 ＝ 2,230,000 円 

④ 認定総所得金額 － 半額免除に係る収入基準額（４人家族）

2,230,000 － 3,340,000 ＝ －1,110,000 円（家計基準該当） 

   家族構成が同じで、父が給与収入者（年収 700 万円）の場合 

① 総所得金額 7,000,000  －  2,580,000 = 4,420,000 円 

② 特別控除額 本人が国立大学法人大学の自宅外  720,000 円  

弟が公立高校の自宅      280,000 円  

③ 認定総所得金額 4,420,000 － 1,000,000 ＝ 3,420,000 円 

④ 認定総所得金額 － 半額免除に係る収入基準額（４人家族）

3,420,000 － 3,340,000 ＝ 80,000（家計基準非該当） 

家族構成が同じで、父母ともに給与収入がある場合（父年収 400 万円、母年収 150 万円） 

① 総所得金額 父 4,000,000 － （4,000,000×0.3＋620,000）＝ 2,180,000 円 

母 1,500,000 － （1,500,000×0.2＋830,000）＝  370,000 円 

   2,180,000 ＋ 370,000  ＝ 2,550,000 円 

② 特別控除額 本人が国立大学法人大学の自宅外  720,000 円  

弟が公立高校の自宅      280,000 円  

③ 認定総所得金額 2,550,000 － 1,000,000 ＝ 1,550,000 円 

④ 認定総所得金額 － 半額免除に係る収入基準額（４人家族）

1,550,000 － 3,340,000 ＝ －1,790,000 円（家計基準該当） 
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（例B） 学部生で、５人家族、父が給与収入者（年収 760 万円）で、母が主婦（収入 0 円）、本人が自宅外で信州大学

に在学、兄弟は兄が一人（私立大学・自宅外）、弟が一人（公立高校・自宅）の場合 

① 総所得金額 7,600,000  －  2,580,000 = 5,020,000 円 

② 特別控除額 本人が国立大学法人大学の自宅外 720,000 円 

兄が私立大学の自宅外  1,440,000 円 

弟が公立高校の自宅   280,000 円 

③ 認定総所得金額 5,020,000 － 2,440,000 ＝ 2,580,000 円 

④ 認定総所得金額 － 半額免除に係る収入基準額（５人家族）

2,580,000 － 3,600,000 ＝ －1,020,000 円（家計基準該当） 

（例C） 学部生で、４人家族、父が事業所得者（年間所得 330 万円）で、母が主婦（収入 0 円）、本人が自宅外で信州

大学に在学、兄弟は弟が一人（公立高校・自宅）の場合 

① 総所得金額 3,300,000 円 （確定申告書の所得金額） 

② 特別控除額 本人が国立大学法人大学の自宅外 720,000 円  

弟が公立高校の自宅      280,000 円  

③ 認定総所得金額 3,300,000 － 1,000,000 ＝ 2,300,000 円 

④ 認定総所得金額 － 半額免除に係る収入基準額（４人家族）

2,300,000 － 3,340,000 ＝ －1,040,000 円（家計基準該当） 

（例D） 学部生で、３人家族、母子家庭（父死亡、遺族年金年間 110 万円）、母が給与収入者（年収 340 万円）で、本

人が自宅外で信州大学に在学、妹が一人（私立専門学校・自宅）の場合 

① 総所得金額 （給与収入）3,400,000 ＋（遺族年金）1,100,000 ＝ 4,500,000 円 

4,500,000 － (4,500,000 × 0.3 ＋ 620,000) ＝ 2,530,000 円 

② 特別控除額 本人が国立大学法人大学の自宅外 720,000 円  

妹が私立専門学校の自宅  720,000 円 

母子家庭   490,000 円 

③ 認定総所得金額  2,530,000  －  1,930,000  ＝  600,000 円 

④ 認定総所得金額 － 半額免除に係る収入基準額（３人家族）

600,000   －  3,060,000   ＝  －2,460,000 円（家計基準該当） 

⚫ 収入基準額は、全額免除に係る基準額と半額免除に係る基準額があり、学部・大学院（修士課程）・大学
院（博士課程）の区分ごと、また世帯人数で異なります。

半額免除に係る収入基準額  【学部生】 

世

帯

人

数

１人 

２人 

３人 

４人 

５人 

６人 

７人 

１，６７０，０００円 

２，６６０，０００円 

３，０６０，０００円 

３，３４０，０００円 

３，６００，０００円 

３，７８０，０００円 

３，９５０，０００円 

半額免除に係る収入基準額 【大学院（修士課程）】 

世

帯

人

数

１人 

２人 

３人 

４人 

５人 

６人 

７人 

１，８２０，０００円 

２，９００，０００円 

３，３４０，０００円 

３，６４０，０００円 

３，９３０，０００円 

４，１２０，０００円 

４，３２０，０００円 
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注）他に特殊事情がある方は個別の事情をお伺いして提出書類等をご案内しますので、早めに窓口にご相談ください。 

Q1. 所得・課税・控除証明書を提出するので、源泉徴収票や確定申告書は提出しなくてもいいですか？ 

A2. はい、必ず提出してください。 

所得・課税・控除証明書（または非課税証明書等の名称）は、所得がないことの証明にもなります。

また、給与や年金以外の収入が無いことの証明にもなります。 

A3. いいえ、同一生計者です。 

家庭内における収入のやりとりに関わらず、学資負担者と同一の住居に居住して、日常生活をともにし、

消費生活上（水道光熱費を含む）家計を一つにしている人は同一生計者です。 

Q2. 父の扶養に入っている母、年金収入しかない祖父母、無収入の兄の所得・課税・控除証明書は必要ですか？ 

Q4. 祖母は父母と別居していますが、父母の仕送りで生活しています。同一生計者でしょうか？ 

A4. いいえ、別生計です。 

原則として、学資負担者と同一の住居に居住している家族を同一生計者として扱いますので、父母と

別居している祖母は別生計です。 （別居の理由が就学等である場合は同一生計者となります。p.5 の

『3-2「同一生計者」について』をご確認ください） 

Q5. 年金通知を紛失してしまいました。年金の源泉徴収票（確定申告書）の提出でもいいですか？ 

A5. 最新の年金通知再発行の手続きをしてください。源泉徴収票等は不可です。 

再発行が認められなかった場合は通帳のコピーを提出してください。最新の年金の入金額が分かる部

分の通帳のコピーを提出し、次回申請時には必ず通知を提出してください。 

※公的年金（厚生年金及び国民年金）の年金振込通知書は再発行が可能ですので、通帳のコピーでの

提出は認められません。

A1. いいえ、必ず両方提出してください。 

収入・所得金額以外に、源泉徴収票では、勤務先名や就職時期の確認をします。確定申告書では、所

得の内訳や専従者給与の有無を確認します。所得・課税・控除証明書では、提出された源泉徴収票や

確定申告された所得以外の収入が無いかを確認をします。 

Q3. 実家の父母と同居している社会人の姉は、家に生活費を入れていません。別生計になりますか？ 

Q6. 母が事由の対象期間(p.9)に退職しましたが、退職金はありません。退職金の証明は不要ですか？ 

A6. 【様式 3】退職及び退職金支給証明書を提出してください。 

「退職金が無い」という証明が必要になりますので、前勤務先に【様式 3】の発行を依頼してください。 

特別な事情により発行が困難な場合は早めに担当窓口に事情をご相談ください。 

提出書類に関する Q＆A 
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https://www.shinshu-u.ac.jp/campus_life/studentsupport/1-kyuuyomikomi.pdf
https://www.shinshu-u.ac.jp/campus_life/studentsupport/2-kojinnjigyou.pdf
https://www.shinshu-u.ac.jp/campus_life/studentsupport/3-taisyoku.pdf
https://www.shinshu-u.ac.jp/campus_life/studentsupport/4-zaigaku.pdf
https://www.shinshu-u.ac.jp/campus_life/studentsupport/6-jijyosho.pdf
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